
報告の系統

特定教育・保育施設
（施設型給付幼稚園）

（幼稚園型認定こども園）

都道府県 文部科学省

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）

【別紙５－１】

※指定都市・中核市を含む。

幼稚園
（特定教育・保育施設でないもの）

都道府県・国立大学法人等 文部科学省

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）

市区町村（※）


